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倭

建

の

命

は

天

皇

か

古
事
記
の
用
字
法

に
即

し
て

福

田

良

輔

ヤ

マ
ト
タ
ヶ
ル
ン

ミ
コ
ト
は
、
記
に
倭
建
命
、
紀

に
日
本
武
尊
と

記
さ
れ
、
ま
た
記
紀
及
び
旧
事

本
紀

に
ヲ
ウ

ス
ノ

ミ
コ
ト

(小
碓

命
)
、
記
に
ヤ

マ
ト
ヲ
グ
ナ
ノ
ミ
コ
ト

(倭
男
具
那
命
)
、
紀
に
ヤ

マ
ト

ヲ
グ
ナ

(
日
本
童
男
)
の
別
名
が
あ
る
が
、

幼

名

は

小
碓
命

で
、
大
碓
命
の
同
母
弟
で
、
景
行
天
皇
の
皇
子
と
な
つ
て
ゐ
る
。
し

か
る
に
、
常
陸
風
土
記
に
は
す
べ
て
倭
武
天
皇
と
あ
り
、
萬
葉
集
仙

覚
抄
所
引
の
阿
波
風
土
記
逸
文
に
は
倭
建
天
皇
命
と
あ
つ
て
、
天
皇

と
し

て
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ご
の
や
う
な
異
伝
が
主
要
な
根
拠
と
な

つ
て
、
記
紀
の
伝

へ
る
倭
建

の
命
の
皇
子
説
の
他
に
、
従
来
、
命
の

即
位
説
、
景
行
天
皇
と
倭
建
の
命
と
の
同

一
人
説
が
存
在
し
て
ゐ
る

こ
と
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
古
事
記

の
倭
建
の
命
に
関
す
る
記
事
に
、

若
帯
日
子
命
与
二
倭
建
命
、
亦
五
百
木
之
入

日

子

命
一
、
此

三

王
、
負
二
太
子
之
名

一。

と
あ
つ
て
、
景
行
天
皇
の
諸
皇
子
の
中
で
、
天

つ
日
嗣
を
継
が
れ
る

資
格
の
具
は
つ
た
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
特
記
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

記
紀
共
に
即
位
の
事
実
は
記
さ
れ
て
ゐ
な

い
。

し
か
る
に
.
古
事
記
に
お
い
て
は
、
天

照
大
御
神
を
中
心
と
す
る

系
譜
上
の
身
分
に
応
じ
て
、
比
較
的
神
位

の
高

い
神

や
天
皇

・
皇
子

女
及
び
大
后

・
后
に
限
り
、
国
語
の
敬
語

を
表
記
し
た
漢
字
が
用
ゐ

ら
れ
て
を
り
、
ま
た
皇
統
を
継
が
れ
た
神
と
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
神
、
イ
ザ

ナ
ミ
ノ
神

・
タ
カ
キ
ノ
神
・

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
・命

・
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
ノ
神

等
の
如
き
最
高
の
神
、
天
皇
及
び
大
后

・
后
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ

る
国
語
の
敬
語
を
表
記
す
る
漢
字
が
あ
る
。
例

へ
ば
、
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
ゐ
る
如
く
、
原
則
的
に
は

「御
」
字
は
比
較
的
神
位
の
高
い

神
及
び
皇
子
女
以
上
の
皇
族
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

●



二

 

前
掲
の
古
事
記
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
倭
建

の
命
は
、
景
行
天
皇

の

皇
子
の
中
で
、
天

つ
日
嗣
を
継
ぐ
資
格
を
具

へ
ら
れ
た
三
皇
子
の

一

人
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
古
事
記
に
お
い
て
、
皇
統
を
継
が
れ

た

方

の
お
子

は
、
神
代
、
人
皇
共
に
原
測
と
し
て

「
御
」
を
添

へ
て
、

「
御
子
」

と
記
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
皇
統
を
継
が
れ
た
方
や
継
ぐ
べ
き
方
に

反
抗
し
た
方
に
は
、
皇
統
を
継
が
れ
た
方
の
子
で
も

「
御
」
を
添

へ

な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
皇
子
女
で
も
そ
の
母
親
の
身
分
が
低

い
と
、

「
御

」
を
添

へ
な

い
。

ま
た
、

皇
孫
以
下
に
は

「
御
」

を
添

へ
な

い
。
例

へ
ば
、
比
較
の
便
宜
上
、
景
行
天
皇
の
皇
子
女
に
例
を
と
る

と
、
そ
の
多
く
の
皇
子
女
に
は

「
生
御
子
」
と
あ
る
の
に
、

「
又
妾

之
子
、
豊
戸
別
王
、次
沼
代
郎
女
、
又
妾
之
子
、
沼
名
木
郎
女
、
次
香

余
理
比
売
命

(
以
下
略
)
」
と
あ
つ
て
、
妾
腹
の
皇
子
女
に
限
り
、

「
御
」
が
省
か
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

「
御
」
が
無
く
て
も

「
ミ
」

を
読

み
添

へ
る
ご
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
、
倭
建

の
命

の
皇

子
女
に
は

「
御
」
が
書
き
添

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

倭
建

の
命
と
后
妃
と
の
間

に
生
れ
た
王
子
女
に
対
し
て
は
、
皇
子

女
と
同
じ
く

「
生
御
子
」
と

「
御
」
が
あ
る
の
が
五
例
、

「
又

一
妻

之
子
と

「
御
」

が
無
い
の
が

一
例
で
あ
る
。

「
又

一
妻
之
子
」

に

「
御
」
が
無

い
の
は
、
景
行
天
皇

の
皇
子
女

の
中

で
、

「
又

妾

之

子
」
と
母
親

の
身
分

の
低

い
皇
子
女
に

「
御
」
が
無
い
の
と
同
じ
で

あ
る
。
更
に
、
そ
の
妃
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ビ
メ
ノ
命
に
対
し
、

「
其

后
御
櫛
」

「
御
陵
」
等

の
如
く
、

「
御
」
を
書
き
添

へ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
天
皇
の
后
妃
と
全
く
同
じ
敬
語
の
表
記
法
で
あ
つ
て
、
皇
子

以
下
の
皇
族

の
妃
に
は

「
御
」
を
書
き
添

へ
な
い
の
が
、
古
事
記
の

敬
語
の
表
記
法
で
あ
る
。
な
ほ
、

「
后
」
も
、
古
事
記
で
は
ス
サ
ノ

ヲ
ノ
命
や
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
神
の
如
き
最
高

の
神
や
皇
統
を
継
が
れ

.

た
神
及
び
お
方

(天
皇
)
の
配
偶
者
に
限
り
用
ゐ
ら
れ
、
皇
子
以
下

の
配
偶
者
に
対
し
て
は
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ビ
メ

ノ
命
に
対
し
て
は
、
す
べ
て

「
后
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
を
り
、
命

の
ぞ

他

の
配
偶

者
に
対

し
て
も
、

「坐
倭
后
等
」

「
余
其
后
及
御
子
等
」

の
如
く
、

「后
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
倭
建

の
命
及
び
そ

の
御
子
に
対
す
る

「
御
」
、
そ
の
配

偶

者

に
対

・ず

る

「
后
」

の

使
用
に
お
い
て
は
、
倭
建
の
命
は
、

天
皇

と

全
く

同
じ

地
位
で
あ

る
。な

ほ
、
倭
建
の
命
自
ら
の
行
為
や
所
持
物
及
び
所
属

の
事
物
等
に

原
則
的
に

「
御
」
が
書
き
添

へ
ら
れ
て
ゐ
る
ご
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
。
こ
の
類
の
事
例
を
左
に
挙
げ
よ
う
。

御
髪
、
御
懐
、
御
名
、
御
倣
、
御
刀
、
御
船
、
御
陵
、
御
粮
、

御
火
焼
、
御
歌
、
御
歌
日
,
大
御
食
、
大
御
酒
蓋
、
御
合
而
、

御
心
、
御
杖
、
御
食
之
時
、
御
病
、
御
葬



こ

の
や
う
に
、
個
人
の
行
為
や
所
持
物
及
び
所
属

の
事
物
等

に

「
御
」
を
書
き
添

へ
る
こ
と
は
、
皇
統
を
継
が
れ
た
神
、
イ
ザ
ナ
ギ

ノ
命

、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
・命
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
神
、

オ
モ
ヒ
カ
ネ
ノ

神
、

ス
サ
ノ
ヲ
必
命
、
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
ノ
神
の
如
き
最
高
の
神
と
も

い
ふ
べ
き
神
及
び
天
皇
、
大
后

(嫡
后

・
皇
后
)
后
等
に
対
し
て
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
「
御
」
の
使
用
は
、
比
較
的
神
位

の
高

い
神
や
皇
子
女
等
に
お

い
て
も
見
ら
れ
な
い
ご
と
は
な

い
が
、

そ
れ
は
例
外
的
で
あ
つ
て
、
省
略
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
原

則

的

で

あ

る
。

こ
れ
に
対
し
、
最
高
の
神
及
び
天
皇
、大
后
、
后
に
お
い
て
は
、

「
御

」
を
添

へ
る
ご
と
が
原
則
で
あ
り
、
省
略
の
事
例
も
少
く
は
な

い
が
、
そ
れ
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

し
た
が
つ
て
、
倭
建
の
命
に
対
ず
る

「
御
」
の
使
用
は
、
最
高
の

神
、
天
皇
、
大
后

・

后
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
ふ

ご
と

が
で
き

る
。

も
つ
と
も
、
系
譜
に
お
け
る
例
で
は
あ
る
が
、
敏
達
記
に
、
ヒ

コ
ヒ
ト
ノ
太
子
の
王
子
女
に

「
御
子
」
と

「
御
」
を
添

へ
た
事
例
が

あ
る
。
し
か
し
て
、
倭
建

の
命
は
仲
哀
天
皇
の
父
で
あ
リ
ヒ
コ
ヒ
ト

ノ
太

子
は
野
明
天
皇
の
父
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
太
子
で
あ
り
、

天
皇

の
父
で
あ
る
方
は
、
天
皇
、
大
后

・
后

・
と
同
じ
敬
語
の
表
記

法
を
用
ゐ
た
と
も
考

へ
ら
れ
な
い
ご
と
は
な

い
。
し
か
し
ヒ
コ
ヒ
ト

ノ
太

子
は
系
譜
以
外

の
記
事
が
無
い
か
ら
、
果
し
て
、
天
皇
の
父
で

あ
る
太
子
に
対
し
て
は
、

「
御
」
の
あ
ら
ゆ
る
敬
語
的
使
用
法
に
お

い
て
、
ま
た
敬
意
を
表
す
他
の
漢
字
の
使
用
法
に
お
い
て
、
天
皇
、

大
后

・
后
と
全
く
同

じ

で

あ

る
か
、
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し

か
し
て
、
倭
建
の
命
に
対
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
や
う
に

「御
」

や
「
后
」
は
勿
論
、
次
に
述
べ
る
国
語
の
敬

語
を
表
記
す
る
漢
字
の

使
用
に
お
い
て
、
天
皇
と
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
ふ
こ

と

が

で
き

る
。

三

 

「
坐

」
字
は
、

古
事
記
に
お
い
て
は
、

主
と
し
て
敬
語
の
動
詞

「
マ
ス
」

「
イ

マ
ス
」
、
敬
語
の
複
語
尾

(所
謂
敬
語
の
助
動
詞
)

「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
の
に
用
ゐ
ら
.れ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
、
開
化
記

の
ヒ
コ
イ

マ
ス
ノ
ミ
コ

(
日
子
坐
王
)
の
イ

マ
ス
の
表
記
に
用
ゐ
ら

れ
て
を
り
、
神
代
記
の
天
津
日
子
根
命
を
祖
と
す
る
額

田

部

湯

坐

連
、
垂
仁
記
の
大
湯
坐
、
若
湯
坐
等
の
湯
坐

(
ユ
ヱ
)
の
ヱ
の
表
記

に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
て
、

「
坐
」
は

「
御
」

「
奉
」
等
と

異
な
り
、漢
字
本
来
の
意
味
に
は
敬
意
を
表
す
意
味
は
無
い
。し
た
が

つ
て
、
古
事
記
以
外
の
上
代
文
献
に
お
い
て
は

「
座
」
「
在
」
「
有
」

「
居
」
等
と
同
義

に
用
ゐ
て
ゐ
る
事
例
が
あ
る
。

古
事
記
に
お
い
て
、
敬
語
の
動
詞

「
マ
ス
」
を
表
記
す
る

「
坐
」

は
、
神
及
び
皇
族
に
用
ゐ
ら
れ
、
敬
語
の
複
語
尾

、「
マ
ス
」
を
表
記

す
る

「
坐

」
は
、
原
則
的
に
は
最
高
の
神
や
天
皇
及
び
そ
の
大
后

・

后
等

の
揚
合
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
動
詞

「
マ
ス
」
の

「
坐
」
が
用

亀

'



ゐ
ら
れ
る
神
や
皇
族
中
最
も
高
貴
の
神
や
天
皇
及
び
大
后

・
后

に
対

し
、

複
語
尾

「
マ
ス
」
の

「
坐
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

会
話

の
文
に
お
い
て
は

(
ア
メ
ワ
カ
ビ
コ
の
父
及

び
妻

の
詞
Y

で

は
、

や
や
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
て
、
古
事
記
に
お

い
て
は
、
動
詞
の

「
マ
ス
」
の

「
坐
」
は
、
動
詞

「
ア
リ
」
を
表
記

す
る

「
在
」
の
敬
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
断
る
ま
で
も
な

い

が
、

「
御
」
の
揚
合
と
同
じ
く
、

「
坐
」
が
省
略
さ
れ
て
ゐ
て
も
、

神
や
皇
族
に
対
し
て
は
、
多
く
の
揚
合
、

原

則

的

に
は
複
語
尾
の

「
マ
ス
」
を
読
み
添

へ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
倭
建

の
命
に
対
し
て
は
、
動
詞

「
マ
ス
」
を
表
記
す

る

「
坐
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
勿
論
、
複
語
尾

「
マ
ス
」
を

表
記
す
る

「
坐
」
が
原
則
的
に
書
き
添

へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
最

高
の
神
や
天
皇
、
大
后

・
后
の
揚
合
と
全
く
同
じ

で
あ

る
。
動

詞

「
マ
ス
」

の
事
例
に
は
、

坐
二
於
己
中

一、
坐
祁
理
、
坐
二
酒
折
宮

一之
時

が
あ
り
、
複
語
尾
ま
た
は
複
語
尾
的
に
用
ゐ
ら
れ
た
事
例
は
、

入
坐

(
五
例
)
、
下
坐

(二
例
)
、
息
坐
、
到
坐
、
鎭
坐

が
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、

「
坐
」

の
用
法
に
お
い
て
も
、
倭
建

の
命

は
、
天
皇
、
大
后

・
后
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

四

古
事
記
に
お
け
る

「
幸
」
は
副
詞

「
サ
キ
ク
」
を
表
記
し
た
事
例

が

一
例
あ
る
他
は
、
敬
語
の
動
詞

「
イ
デ

マ
ス
」
又
は
敬
語
の
複
語

尾

「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
の
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
と
こ

で
問
題
と
な
る
の
は
、
動
詞

「
イ
デ

マ
ス
」
、
複
語
尾

「
マ
ス
」
を

表
記
し
て
ゐ
る
事
例
で
あ
る
。

「
幸
」
は
動
詞
と
し
て
単
独
に
に
用
ゐ
ら

れ
た
も
の
は
、
す
べ
て

敬
語
の
動
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
イ
デ

マ
ス
」
と

訓
む
べ
き
で
あ
る
。
単
独
に
用
ゐ
ら
れ
た
事
例

は
少
く
、
最
も
広
く

一
般
的
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
事
例
は
、
他
の
動
詞
の
上
ま
た
は
下
に

附
加
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
そ
し

て
、
国
語
の
敬
語
を
表
記
す
る
前
述

の

「
坐
」
の
事
例
が
、
古
事
記
全
般
を
通
じ

て
現
れ
て
ゐ
る
の
に
、対

し
、

「
幸
」
の
方
は
神
代
の
巻
に
は
極
め
て
少
く
、
主
と
し
て
神
武

記
以
下

の
人
皇
の
巻
に
現
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
神
代

の
巻
と
人
皇

の

巻
と
の
漢
文
的
表
記
の
差
異
を
暗
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

さ
て
、
敬
語
の
動
詞

「
イ
デ

マ
ス
」
、
敬

語
の
複
語
尾

「
マ
ス
」

を
表
記
す
る

「
幸
」
は
、最
高
の
神
、
天
皇
、大
后

・
后
に
限
ら
れ
て

ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
、

「
幸
」
は
最
も
高
貴
な
神
及
び
人
に
用
ゐ
ら

れ
る
の
で
あ
つ
て
、

「
御
」
は
比
較
的
神
位

の
高

い
神
及
び
皇
子
女

以
上
の
皇
族
に
用
ゐ
ら
れ
、

「
坐
」
は
神
及

び

一
般
皇
族
以
上
に
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
勿
論

「
御
」

「
坐
」
共
に
最
高
の
神
及
び
人
に
至

る
ま
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
そ

の
使
用
範
囲
に
広
狭
が

あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
に
し
て
も
皇
族
に
し
て
も
、
葦
原
中

、



つ
国

の
平
定
、
日
本
国
家
の
成
立
の
障
害
と
な
る
行
為
を
し
た
神
や

皇
族
に
対
し
て
は
、

「坐
」
さ
へ
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

こ

の
や
う
に
最
も
高
貴
の
神
及
び
人
に
限
り
用
ゐ
ら
れ
る

「
幸
」

が
、
敬
語
の

「
イ
デ

マ
ス
」
及
び

「
マ
ス
」
を
表
記
す
る
も
の
と
し

て
倭
建
の
命
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

動
一詞

イ
デ

マ
ス

期
定
而
幸

干
二
東
国
一、
自
其
地
幸

複
語
尾

マ
ス

入
幸

(
二
例
)
、
幸
行

(
四
例
)
、
還
上
幸
時
、

こ
れ
ら
の

「
幸
」
が

「
マ
ス
」

を
表
記
し
た
も
の

で
あ

る
こ
と

は
、
同
じ
く
倭
建

の
命
に
対
し
、

「
入
坐

(
五
例
)
」

「
還
下
坐
之

時
」
と
あ
る
他
、
複
語
尾

「
マ
ス
」
を
表
記
し
た

「
坐
」
に
対
応
す

る
と
こ
ろ
に
、

「
幸
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
事
例
が
、
古
事
記
の
各

所
に
全
般
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。

「
幸

.行
」

の

「
幸

」
は
天
子
の
行
、
即
ち
行
の
敬
語
で
あ
つ
て
、
本
来
は

共
に
動
詞
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

「
行
幸
」
の
語
も
あ
る
わ
け
で
あ

る
。

「
幸
」
は
古
事
記
に
お
い
て
単
独
で

「
イ
デ

マ
ス
」
を
表
記
す

る
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、

「
幸
行
」
.が
敬
語
の
複
合

動
詞

「
イ
デ

マ
ス
」
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

「
イ
デ

マ
ス
」

「
マ
ス
」
に
敬
意
が
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
幸
」
一

は
主

と
し
て
そ

の

「
マ
ス
」
を
表
記
し
た
も
の
と
見

る

べ
き

で
あ

る
。

更

に
、
倭
建
の
命
に
対
し
て
は
、

「崩
」

「詔
」

「
奉
」
の
如
き

語
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
崩
」
は
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、

最
高
の
神
、

天
皇
及
び
大

后

・
后
等
に
用
ゐ
ら
れ
、
皇
子
女
に
は
、
特
別
の
お
方
を
除
い
て
は

用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
る
に
、
倭
建

の
命
に
は

「
歌
寛
即
崩
」

と

「
崩
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
他
、
神
武
天
皇

の
御
兄
五
瀬

の
命
、
皇
子
に
は
応
神
天
皇
の
皇
太
子
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
に
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
皇
太
子
は
応
神
天
皇
の
崩
後
、
後
に
仁
徳

天
皇
と
な
ら
れ
た
オ
ホ
サ
ザ
キ
ノ
命
と
皇
位
を
譲
り
合
は
れ
て
、
太

子
で
あ
り
な
が
ら
即
位
さ
れ
す
、
皇
位
空

し
き
う
ち
に
亡
く
な
ら
れ

た
方

で
あ
る
。
倭
建

の
命
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
共
に
太
子
で
あ

つ
た
の
で
、

「崩
」
を
用
ゐ
た
と

一
応
考

へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い

が
、
他
に
深
い
理
由
が
あ
つ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
書

紀
が
五
瀬

の
命
及
び
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
に

「麗
」
を
用
ゐ
て
ゐ

る
の
に
対
し

(仁
徳
紀
、
即
位
前
紀

)
、
倭
建
の
命
に
は

「
、
既
而

崩
二
干
能
褒
野
」
(景
行
紀
四
十
年
)
と

「
崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
こ

ご
の
「
崩
」
に
つ
い
て
は
書
紀
の
諸
本
い
つ
れ
も
異
同
を
見
な
い
。

し
か
し
て
、
書
紀
に
お
い
て
は
、
皇
太
子
以
下
の
皇
子
女
及
び
皇
族

に
対
し
て
は
、

「崩
」
を
用
ゐ
た
事
例
は
無
く
、

い
つ
れ
も

「
薨
」

で
あ
る
。
古
事
記
に
、

「
息
長
帯
日
売
命
者
既
崩
故
」

「皇
后
御
年

¶



一
百
歳
崩
也
」
と

「崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
神
功
皇
后
に

「
皇
太
后

崩
二
於
稚
桜
宮

一」
(
神
功
紀
六

十

九

年
)

と

「崩
」
を
用
ゐ

て
ゐ

る
以
外
は
、書
紀
は
、皇
后
に
対
し
て
は
、
す
べ
て

「
薨
」
を
用
ゐ
て

ゐ
る
。
仁
徳
天
皇

の
皇
后
イ

ハ
ノ
ヒ
メ
に
対
し
て
さ
へ
、

「皇
后
磐

之
媛
薨
二
於
筒
城
宮
こ

(
仁
徳
紀
三
十
五
年
)
と
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
書
紀
が
倭
建
の
命
に
対
し

「
崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る

こ
と
は
、
古

事
記
に
同
じ
く

「
崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
こ
と
と
対
比
し
て
、
単
な
る

偶
然

で
は
な
く
、
何
か
理
由
が
あ
る
こ
と
と
考

へ
る
の
が
至
当

で
あ

る
。
記
紀
共
に
、
倭
建

の
命
に
対
し

「崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ

る

こ
と

は
、
倭
建
の
命
が
大
后

・
后

・
皇
后

・
太
子
の
身
分
よ
り
も
高
い
身

分
の
方
で
、
天
皇
と
全
く
同
じ
身
分
の
方
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て

ゐ
た

こ
と
の
象
徴
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

,

ま
た
、
古
事
記
に
お
い
て
は
、

「
詔
」
は
最
高
の
神
、
天
皇
、
大

后

・
后
等
に
対
し
て
原
則
的
に
用
ゐ
ら
れ
、
皇
子
女
は
勿
論
、
皇
孫

に
対

し
て
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
皇
子
女

の
揚
合
は
、
特

別
な
方
に
用
ゐ
ら
れ
、

一
般
の
皇
子
女
に
お
い
て
は

「
日

」
の
方
が

よ
り
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
、倭
建
の
命
に
お
い
て
は
、

天
皇

や
叔
母
の
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
ノ
命
に
対
す
る
外
は
、
す
べ
て

「
詔
」

と
あ

つ
て
、

「
日
」
は
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
な
い
。
倭
建
の
命
に
お
け
る

「
詔
」
の
事
例
は
七
例
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
特
別
の
場
合
以
外
は

「
詔

」
だ
け
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
.

「
詔
」
が
天
皇
に
限

つ

て
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
倭
建
の
命
の
身
分
が
天
皇
と

同
じ
で
あ
つ
た
こ
と
に
因
る
と
思
は
れ
る
。

凡
此
倭
建
命
、
平
レ
国
廻
行
之
時
、

久
米
直
之

祖
、

名
七
拳

脛
、
恒
為
二
膳
夫
一以
、
従
仕
奉
也
。

の

「
仕
奉
」
及
び

「
大
御
食
」

「
大
御
酒
蓋

」
等
の
如
く
、
倭
建
の

命
に
対

し
、

「
奉
」

「
大
」
が
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
国

語
の
敬
語
を
表
記
す
る
用
法
の

「
奉
」

「
大

」
は
、
古
事
記
に
お
い

て
は
最
高
の
神
、
天
皇
、
大
后

・
后
等
に
限
り
用
ゐ
ら
れ
る
あ
の
で

あ
つ
て
、
倭
建

の
命
の
身
分
が
天
皇
と
全
く
同
じ
で
あ
つ
た
ご
と
を

裏
づ
け
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。

古
事
記
に
お
い
て
国
語
の
敬
語
を
表
記
し

て
ゐ
る

「
御
」

「
坐
」

「
幸
」

「崩
」

「
詔
」

「
奉
」

「
大
」
及
び
特
定

の
身
分
を
表
示
す

る

「后
」
等

の
漢
字
が
倭
建

の
命
又
は
そ
の
配
偶
者
及
び
王
子
女
に

用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
漢

字
が
特
定
の
身
分
に
応
じ

て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
ご
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
ど
に
ょ
つ
て
、
敬
意

を
表
す
漢
字
の
用
字
の
上
か
ら
は
、
倭
建

の
命
の
身
分
が
全
く
天
皇

と
同
じ
地
位
で
あ
る
ご
と
を
証
し
て
ゐ
る
。
殊
に
記
紀
共
に
「
崩
」
を

用
ゐ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
記
紀
を
通
じ
て
、最
高
の
神
、
天
皇
、神
功
皇
后

に
限
ら
れ
て
ゐ
る
ご
と
に
徴
す
れ
ば
、
用
字
上
で
は
記
紀
共
に
天
皇

と
見
て
ゐ
た
こ
と
を
認
め
て
ゐ
た
と
と
を
証
し
て
ゐ
る
。
古
事
記
に

9



お

い
て
、

「
幸
」

「
奉
」

「大
」
が
倭
建

の
命
に
、

「
后
」
が
そ
の

配
偶
者
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
ご
と
は
、
こ
れ
ら
の
漢
字
の
使
用
が
主

と
し
て
最
高
の
神
、
天
皇
及
び
そ
の
配
偶
者
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
か
ら
、
古
事
記
の
撰
進
者
が
,
用
字
の
上
で
は
倭
建

の
命
を
天
皇

と
同
じ
地
位
の
身
分
と
意
識
し
て
ゐ
た
ご
と
冴
裏
書
き
す
る
も
の
で

あ
る
.

そ

れ
で
は
、
何
故
に
、
用
字
の
上
で
記
紀
の
編
纂
者
が
共
に
倭
建

の
命

を
天
皇
と
同
じ
く
取
扱

ひ
な
が
ら
、
し
か
も
な
ほ
記
紀
共
に
太

子
と

し
又
は
太
子
視
し
て
.
即
位
の
実
を
記
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
ら

う
か
。
こ
の
事
は
、
常
陸
風
土
記
及
び
阿
波
風
土
記
逸
文
に
、
倭
武

天
皇
、
倭
建
天
皇
命
と
あ
る
事
と
対
比
し
て

考
察
す

べ
き

で

あ
ら

う
。
そ
し
て
、
常
睦
風
土
記
、
阿
波
風
土
記
逸
文

の
天
皇
説
は
、
信

頼
す
る
に
足
り
な

い
異
伝
と
も
考

へ
ら
れ
な
い
。
確
か
な
拠
り
ど
こ

ろ
の
あ
る
古
伝
で
は
な
い
か
と
老

へ
ら
れ
る
。

古
事
記
の
序
文
は
元
来
は
太
安
萬
侶
の
上
表
文
で
あ
る
。
そ
の
序

文
に
よ
れ
ば
、
当
時
諸
家
に
伝
を
異
に
す
る
多
く
の
帝
紀
及
び
本
辞

(
旧
事
)
が
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
正
実
に
違
ひ
多

く
の
虚

偽
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

帝
紀
及
び
旧
辞
の
正

偽
を
考
定

さ
れ
た
の
は
、

一
に
天
武
天
皇
で
あ
ろ
う
。

太
安

萬

侶
も
そ
の
や

う
な
正

偽
の
取

捨

撰

択

を
行

つ
た
と
い
ふ
小
説

が
あ
る
が
従

ひ

難
い
。

い
つ
れ
に
し
て
も
。

伝
を
異
に
す
る

多
く
の
帝

紀
及
び
本

辞
が
当
時
伝

へ
ら
れ

て
ゐ
た
事
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
書

紀

の
編
纂
事
情
や
編
纂
形
式
に
徴
し
て
も
、
明
ら
か

に
看

取

さ

れ

る
。古

事
記
の
撰
録
者
で
あ
る
安
萬
侶
は
、
序
文
中
に
国
語
表
記
に
つ

い
て
は
細
心
の
注
意
を
払
ひ
、
そ
れ
に
応

す
る

一
定
の
表
記
方
針
を

採
つ
た
こ
と
を
述
べ
て
を
り
、
皇
統
を
中

心
と
す
る
身
分
の
上
下
関

係
を
書
き
分
け
る
特
別
の
漢
字
を
用
ゐ
て
表
記
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、

前
述
の
通
り
で
あ
る
。
古
事
記
は
天
皇
氏

の
氏
文
と
も
い
ふ
べ
き
も

の
で
あ
り
、
古
事
記
編
纂
の
目
的
は
、
天
皇
氏
が
他
の
諸
氏
族
に
比

し
絶
対
的
に
神
聖
で
あ
り
優
位
で
あ
る
こ
と
、
及
び
元
首
と
し
て
の

皇
位
の
絶
対
的
永
久
性
と
神
聖
性
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
や
う
な
古
事
記
に
お
い
て
、
皇
統
の
系
譜
上
の
身
分
を
書
き
分
け

る
用
字

の
使
用
を
ゆ
る
か
せ
に
す
る
こ
と
は
、
古
事
記
編
纂
の
目
的

を
根
本
的
に
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
序
文
に
記
さ
れ
た

安
萬
侶

の
表
記
方
針
か
ら
、
そ
の
や
う
な
こ
と
は
絶
対
に
考

へ
ら
れ

な
い
。
書
紀

の
編
纂
目
的
に
お
い
て
も
、
古
事
記
の
編
纂
目
的
と
変

り
は
な
い
。
た
だ
、
書
紀
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
外
国
に
示
す
と
い

ふ
こ
と
と
共
に
、
国
史

の
編
纂
と
い
ふ
意
識
目
的
が
確
立
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
五
瀬

の
命

や
太
子
に
さ
へ

「薨

」
を

用
ゐ
た
書
紀
が
、
倭
建

の
命
に

「
崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
古

事
記

の
倭
建

の
命
に
対
す
る
敬
語
を
表
記
す
る
漢
字

の
使
用
と
考

へ

合
せ
る
と
、
決
し
て
偶
然
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。

で
は
、
何
故
に
、
記
紀
共
に
倭
建

の
命

に
対
し
て
、
天
皇

の
位
に



対
応
す
る
敬
語
を
表
記
す
る
漢
字
を
用
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ

は
、
当
時
諸
家
に
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
た
帝
紀
及
び
本
辞
の
記
事
の
大
部

分
が
、

倭
建

の
命
を
天
皇
と
し
て
記
し
て
ゐ
た
の
で
は

あ
る
ま
い

か
。
少
く
と
も
、
記
紀

の
編
纂
当
時
に
お
い
て
は
、
倭
建
の
命
の
天

皇
説
が
非
常
に
有
力
で
、
こ
れ
を
否
定
す
る
積
極
的
資
料
が
存
在
し

て
ゐ
な
か
つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
有
力
な
資
料

の
殆
ど
の
も
の
が
、

倭

建

の
命
を
天
皇
と
伝

へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
常
陸
風
土
記
に
倭

武
天
皇
、
阿
波
風
土
記
逸
文
に
倭
建
天
皇
命
と
記
し
て
ゐ
る
の
は
,

ご
の
間
の
事
情
を
正
し
く
反
映
し
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら

う
。
ま
た
、

十
四
代
仲
哀
天
皇
が
倭
建

の
命

の
皇
子
で

あ
る

ご
と

も
、
合
せ
考

へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

記
紀
の
編
纂
当
時
に
お
い
て
は
倭
建
の
命
の
天
皇
説
が
有
力
で
あ

り
、
記
紀
が
国
語
の
敬
語
を
表
記
す
る
漢
字
の
上
で
は
、
全
く
天
皇

と
同
じ
字
を
用
ゐ
な
が
ら
、
記
紀

の
記
述
は
共
に
太
子
ま
た
は
太
子

視
し

て
ゐ
る
ご
と
は
、
何
か
深
い
理
由
に
基
く
も
の
が
あ
る
と
考

へ

ら
れ

る
。
そ
の
理
由
は
不
明
に
し
て
も
、
記
紀
共
に
倭
建

の
命

の
即

位
の
事
実
を
認
め
な
い
で
、
太
子
と
じ
て
記
し
て
ゐ
る
の
は
、
天
武

天
皇

以
来

の
天
皇
氏
の
意
志
に
基

い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ

る
。
そ
ご
に
は
、
作
意
が
動

い
て
ゐ
る
ご
と
が
看
取
さ
れ
る
。
記
紀

の
編
纂
者
が
共
に
、
用
字
の
上
で
倭
建
の
命
を
天
皇
視
し
て
ゐ
る
こ

と
は
、
記
紀
の
編
纂
者
が
共
に
当
時
有
力
で
あ
つ
た
天
皇
説
を
肯
定

し
な
が
ら
も
、
天
皇
氏
の
意
志
に
よ
り
、
表
面
的
に
は
否
定
せ
ざ
る

を
得
な
か
つ
た
こ
と
の
現
は
れ
と
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

天
皇
氏
に
し
て
も
、
倭
建
の
命
の
天
皇
説

を
暗

々
裡
に
認
め
て
ゐ
た

の
で
、
記
述
の
上
で
否
定
し
て
ゐ
る
以
上
、
天
皇
視
し
た
記
紀
の
用

字
法
を
黙
許
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
情

に
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま

、
い
か
。

古
記
事
が
五
瀬
の
命
・神
功
皇
后
・ウ
ジ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
お
三

方

に

「崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
は
、
即
位

ご
そ
さ
れ
な
か
つ
た
が
、

お
三
方
が
天
皇
と
同
じ
職
務
を
執
り
行
は
れ
た
こ
と
を
重
視
し
た
た

め
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
書
記
が
お
三
方
に
対
し

「崩
」
を

用
ゐ
す
、

「蔓
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
は
、
即
位
の
事
実
の
有
無
を
重

視
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
記
紀
共
に
倭
建

の
命

に
限

り
、

「
崩
」
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
は
、
記
紀
編
集
当
時
、
諸
家
に
伝

へ

ら
れ
た
諸
伝
に
お
い
て
は
.
倭
建

の
命

の
即
位

の
事
実

で
あ
る
ご
と

を
伝

へ
た
も
の
が
絶
対
的
に
多
か

つ
た
で
あ
ろ
う
。
常
陸

・
阿
波
両

風
土
記
の
記
事
も
そ
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
た
同
時
代
に

二
人
の
天
皇
が
存
在
し
て
ゐ
た
時
代
が
あ

つ
た
と
い
ふ
ご
と
も
考

へ

ら
れ
な
い
ご
と
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
倭
建
の
命
は
景
行
ま
た

は
成
務
と
、
ウ
ジ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
は
オ

ホ
サ
サ
ギ
の
命
と
、
同
時

に
二
人
と
も
天
皇

の
位
に
即
か
れ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
つ
れ

に
し
て
も
、
記
紀
編
纂
当
時
、
倭
建

の
命

の
天
皇
即
位
説
は
、
絶
対

的
に
支
配
的
で
あ

つ
た
と
思
は
れ
る
。

＼


